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私たち税理士法人プライスウォーターハウスク

ーパースは、全世界149カ国に14万人のスタ
ッフを擁する世界最大級の会計事務所プライ

スウォータハウスクーパース(PwC)の日本に
おけるメンバーファームです。日本最大級のタ

ックスアドバイザーとして、公認会計士、税理

士等約350人のスタッフから成る専門家集団
であり、そのうち約80名が金融部に所属して
います。  
PwCのグローバルネットワークの価値を最大
限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Money
としてご満足をいただけるサービスを提供する

ことが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前
提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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同族会社の判定基準に関する 

平成18年度税制改正 
 
 
 
平成18年度税制改正により、同族会社の判定基準が変更されまし
た。同族会社の判定は従来、発行済株式総数等を基準に行われて

いましたが、会社法において議決権制限株式を発行済株式の2分
の1までとする制限が公開会社以外の会社について廃止されたこと
に伴い、議決権制限株式の利用による同族会社逃れに対応するた

め、一定の議決権による判定が追加されました。本ニュースレター

では、その概要をご紹介します。 
 
 
 
 
1. 改正前の判定基準の概要 
 
平成18年度税制改正前は、同族会社とは、「会社の株主等（その
会社が自己の株式または出資を有する場合のその会社を除きま

す。以下同じ。）の3人以下ならびにこれらと特殊の関係にある個人
および法人がその会社の発行済株式の総数または出資金額（その

会社が有する自己の株式等を除きます。）の50%を超える数の株
式または出資の金額を有する場合におけるその会社」とされ、会社

の発行済株式総数等を判定基準に同族会社の判定がされていま

した。 
 
 
2. 平成18年度税制改正による判定基準の追加 
 
上記1．の判定基準に以下の点が追加されました。 
 
（1） 一定の議決権および持分会社の社員の数による判定 

 
同族会社の判定基準に、一定の議決権および持分会社の社員の

数が追加されました。すなわち、会社の株主等の3人以下ならびに
これらと特殊の関係のある個人および法人が、①その会社の一定

の議決権(※)のいずれかにつきその総数（その議決権を行使する 



 (2)

ことができない株主等が有するその議決権の数を除きます。）の50%を超える数を有する場合または②持分
会社（合名会社、合資会社または合同会社）の社員（その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあって

は、業務を執行する社員）の総数の半数を超える数を占める場合にも、その会社は同族会社に該当すること

となりました。 
 

(※) 一定の議決権とは次に掲げるものをいいます。 

 

イ 事業の全部もしくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転または現物

出資に関する決議に係る議決権 

ロ 役員の選任および解任に関する決議に係る議決権 

ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項に

ついての決議に係る議決権 

ニ 剰余金の配当または利益の配当に関する決議に係る議決権 
 
（2） 議決権を有するとみなされる場合 

 
上記の議決権の数については、個人または法人との間でその個人または法人の意思と同一の内容の議決

権を行使することに同意している者がある場合には、その者が有する議決権はその個人または法人が有す

るものとみなし、かつ、その個人または法人（その議決権に係る会社の株主等であるものを除きます。）はそ

の議決権に係る会社の株主等であるものとみなされます。 
 
 
3. 特定同族会社の特別税率（留保金課税）の適用対象の変更 
 
従来、同族会社の特別税率（留保金課税）の対象となる同族会社は、会社の3株主グループ以下がその会
社の発行済株式総数の50%超を保有するか否かで判定されていましたが、改正により1株主グループによる
判定に緩和されました。当該判定においても、上記2．（1）および（2）と同様の点が追加されました。 
 
 
4. 適用時期 
 
上記の改正は平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。 
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より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 
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